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『ＮＩＳＡの手続きＱ＆Ａ具体的に例示－国税庁』 

既報にて概要を述べたＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）について、国税庁はこのほどＱ＆Ａを作

成し、非課税口座を開設する際の手続等を具体的に示した。 
２４問の中ではまず、制度のあらまし、手続の手順、購入の可能な商品等を提示し、続いて「「「「基基基基

準日準日準日準日におけるにおけるにおけるにおける国内国内国内国内のののの住所住所住所住所をををを証証証証するするするする書類書類書類書類」」」」にににに関関関関するするするする詳細詳細詳細詳細をををを解説解説解説解説。。。。例例例例えばえばえばえば１１１１月半月半月半月半ばにばにばにばに転居転居転居転居したしたしたした場合場合場合場合、、、、現現現現

住所住所住所住所のののの住民票住民票住民票住民票のののの写写写写しはしはしはしは基準日基準日基準日基準日であるであるであるである１１１１月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在にににに住所住所住所住所があったことのがあったことのがあったことのがあったことの証明証明証明証明にはならないためにはならないためにはならないためにはならないため、、、、転転転転

入前入前入前入前のののの住民票住民票住民票住民票のののの除票除票除票除票のののの写写写写しがしがしがしが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる。。。。    

それから次に、複数の金融機関に口座開設の申込をしてしまった申請者に必要な対応を説明。申

込を受けた金融機関は税務署に対し「非課税適用確認書」の交付申請を行い、その提出をもって非

課税口座を開設できることとなっているが、複数複数複数複数のののの金融機関金融機関金融機関金融機関にににに申込申込申込申込があったがあったがあったがあった場場場場合合合合はははは、、、、そのそのそのその中中中中でででで交付交付交付交付

申請申請申請申請のののの手続手続手続手続をををを最初最初最初最初にににに行行行行ったったったった金融機関金融機関金融機関金融機関にのみにのみにのみにのみ確認書確認書確認書確認書がががが送付送付送付送付されるされるされるされる。。。。従従従従ってってってって、、、、申請者申請者申請者申請者がががが行行行行ったったったった申込申込申込申込のののの順順順順

やややや、、、、最最最最もももも強強強強くくくく開設開設開設開設をををを希望希望希望希望するするするする金融機関金融機関金融機関金融機関かどうかにはよらずかどうかにはよらずかどうかにはよらずかどうかにはよらず口座口座口座口座がががが開設開設開設開設されるとしてされるとしてされるとしてされるとして、、、、注意注意注意注意をををを喚起喚起喚起喚起しししし

ているているているている。。。。    

その他、申込から開設までに必要な期間、開設者の出国や死亡の際の取扱い、非課税期間の終了

等についても細かく事例を挙げたＱ＆Ａとなった。 
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最低賃金の引上げ額と発効日が徐々に出揃い始めている。自社の所在地の地域別最低賃金額はし

っかり抑えておきたい。 
大阪府大阪府大阪府大阪府のののの最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金はははは８００８００８００８００円円円円からからからから８１９８１９８１９８１９円円円円にににに引引引引きききき上上上上げられげられげられげられ、、、、１０１０１０１０月月月月１８１８１８１８日日日日からからからから発効発効発効発効することがすることがすることがすることが既既既既

にににに決決決決まっているまっているまっているまっている。。。。それらのそれらのそれらのそれらの状況状況状況状況をををを受受受受けけけけ、、、、ユニバーサルユニバーサルユニバーサルユニバーサル・・・・スタジオスタジオスタジオスタジオ・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパンのののの運営会社運営会社運営会社運営会社がががが１０１０１０１０月月月月かかかか

ららららアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトややややパートパートパートパート従業員従業員従業員従業員のののの時給時給時給時給のののの最低水準最低水準最低水準最低水準をををを５０５０５０５０円引円引円引円引きききき上上上上げげげげ、、、、８５０８５０８５０８５０円円円円にするとにするとにするとにすると発表発表発表発表したしたしたした。。。。同同同同

社社社社によるとによるとによるとによると、、、、引上引上引上引上げげげげ対象対象対象対象はははは約約約約６６６６，，，，００００００００００００人人人人。。。。    

仮にこの６，０００人全員が年間を通して週２０時間（年間５０週）働くと仮定すると、単純計

算で３億円の人件費増となる。社会保険や労働保険に加入している従業員の場合は、その企業負担

分も増加することになるため、さらに負担増となる。 
同社では好業績が続いていることもあり、２００１年の開業以降初めての賃上げに踏み切ったよ

うだ。時給を引き上げることでよりよい人材の確保を目指したい意向だ。そこまでの賃上げが可能

かどうかはさておき、各社とも最低賃金が確定したところで、自社の賃金水準がそれを下回ってい

るようであれば当然に賃金引上げを行う必要がある。どの程度まで引き上げるか、近隣の事業所の

時給も確認の上、決定する必要があるだろう。 


